
四運自公第４３号

公 示

一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新申請の申請時期について

一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の処

理方針について（平成１４年２月１日 四運自公第５９号）のⅡ．４（２）に規定す

る事業許可更新の申請時期については、有効期間満了日に応じて下記のとおり定めた

ので公示する。

平成２９年３月１７日

四国運輸局長 瀬部 充一

記

有 効 期 間 満 了 日 申 請 時 期

４月１日～６月３０日 同年２月１日～２月末日

７月１日～９月３０日 同年５月１日～５月末日

１０月１日～１２月３１日 同年８月１日～８月末日

１月１日～３月３１日 前年１１月１日～１１月末日

附 則

１．この公示は、平成２９年４月１日以降に管内運輸支局において申請を受け付

けるものから適用するものとする。

２．平成２９年４月１日から６月３０日までに許可の有効期間満了日を迎える事

業者については許可の有効期間満了日まで、平成２９年７月１日から９月３０

日までに許可の有効期間満了日を迎える事業者については平成２９年５月１日

から５月３１日までに申請書を提出するものとし、安全投資計画及び事業収支

見積書は平成２９年６月３０日までに提出するものとする。


